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２
０
２
３
年
６
月
議
会
・
し
め
く
く
り
質
疑
「
指
定
管
理
者
制
度
」 

  

補
正
予
算
に
あ
る
指
定
管
理
料
の
債
務
負
担
行
為
に
関
し
て
お
尋
ね
し
ま
す
。 

ま
ず
、
指
定
管
理
者
制
度
の
運
用
で
、
一
体
管
理
の
問
題
で
す
。 

⑴ 

指
定
管
理
者
制
度
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、「
指
定
管
理
者
の
選
定
は
、
個
々
の
施
設
ご

と
に
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。 

⑵ 

現
在
の
指
定
管
理
施
設
で
、
複
数
施
設
を
一
体
管
理
し
て
い
る
も
の
の
数
と
、
そ
の
理

由
を
施
設
ご
と
に
ご
説
明
く
だ
さ
い
。 

⑶ 

今
回
の
予
算
に
あ
る
花
畑
広
場
は
、
次
の
指
定
管
理
者
選
定
で
、
熊
本
城
ホ
ー
ル
・
地

下
駐
車
場
と
の
一
体
管
理
へ
移
行
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
何
で
し

ょ
う
か
。 

⑷ 

花
畑
広
場
と
一
体
管
理
予
定
の
熊
本
城
ホ
ー
ル
の
指
定
管
理
料
は
、
ゼ
ロ
円
で
す
。
し

か
し
こ
の
間
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
る
減
収
分
を
２
０
２
０
年
度
・
約
３
億
４
，

４
０
０
万
円
、
２
０
２
１
年
度
・
約
１
億
４
，
８
０
０
万
円
の
指
定
管
理
料
と
し
て
支

払
い
ま
し
た
。
一
方
、
黒
字
の
場
合
は
、
５
年
間
で
１
億
円
を
市
に
還
元
す
る
と
協
定

で
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。熊
本
城
ホ
ー
ル
は
、メ
イ
ン
ホ
ー
ル
の
想
定
稼
働
率
が
６
０
％

で
す
が
、一
般
的
な
文
化
ホ
ー
ル
は
７
０
～
８
０
％
程
度
が
稼
働
率
目
標
で
す
。今
後
、

想
定
稼
働
率
あ
る
い
は
一
般
的
な
ホ
ー
ル
の
稼
働
率
に
な
れ
ば
か
な
り
の
黒
字
も
想
定

さ
れ
ま
す
。
５
年
で
上
限
１
億
円
と
い
う
市
へ
の
還
元
は
、
黒
字
額
に
合
わ
せ
て
見
直

す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

市
長
な
ら
び
に
財
政
局
長
に
伺
い
ま
す
。 

 

（
答
弁
） 

  

財
政
局
長
は
、「
一
括
管
理
が
よ
り
利
用
者
の
利
便
性
が
図
ら
れ
る
」と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、

花
畑
広
場
と
熊
本
城
ホ
ー
ル
等
の
一
括
管
理
が
市
民
の
利
便
性
向
上
に
繋
が
る
と
い
う
調

査
・
検
討
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
、
利
用
者
・
市
民
の
声
は
聞
か
れ
た
の
か
、
ご
説

明
く
だ
さ
い
。 

 

（
答
弁
） 
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・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 

一
括
管
理
に
す
れ
ば
、
事
業
規
模
が
大
き
く
な
り
、
指
定
管
理
に
手
を
あ
げ
る
事
業
者
が

限
ら
れ
ま
す
。
担
当
局
長
と
し
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。 

 

（
答
弁
） 

 

・
・
・
・
・
・
・ 

 

な
ぜ
、熊
本
城
ホ
ー
ル
と
花
畑
広
場
を
一
体
管
理
が
必
要
な
の
か
、理
解
で
き
ま
せ
ん
。

一
体
管
理
で
事
業
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
、
関
わ
れ
る
事
業
者
が
限
ら
れ
ま
す
。
公
共
事

業
同
様
、
地
元
業
者
を
中
心
に
、
幅
広
く
事
業
者
が
参
入
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
黒

字
の
場
合
の
還
元
で
も
、
２
年
間
で
約
５
億
円
の
減
収
補
て
ん
を
し
た
こ
と
を
考
慮
し
、

市
民
が
納
得
で
き
る
協
定
内
容
に
す
べ
き
で
す
。 

 

続
い
て
、
公
募
に
よ
る
指
定
管
理
者
選
定
で
お
尋
ね
し
ま
す
。 

⑴
指
定
管
理
者
制
度
で
、
原
則
公
募
と
し
て
い
る
理
由
を
ご
説
明
く
だ
さ
い
。 

⑵
公
募
に
よ
る
指
定
管
理
数
と
、
う
ち
指
定
管
理
を
更
新
し
て
も
同
じ
事
業
者
が
指
定
管

理
先
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
あ
り
ま
す
か
。
箇
所
数
・
全
体
に
占
め
る
割
合

を
お
示
し
く
だ
さ
い
。 

⑶ 

民
間
企
業
が
指
定
管
理
先
、
も
し
く
は
指
定
管
理
の
構
成
企
業
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

で
、
上
位
３
社
の
企
業
名
・
管
理
施
設
数
、
指
定
管
理
料
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。 

以
上
、
財
政
局
長
に
伺
い
ま
す
。 

 

（
答
弁
） 

  

財
政
局
長
は
、
原
則
公
募
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
広
く
提
案
を
求
め
る
こ
と
で
競
争
性
を

担
保
し
、よ
り
適
切
な
候
補
者
を
選
定
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
と
答
弁
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、今
年
４
月
に
公
募
で
指
定
管
理
者
を
選
定
し
た
４
０
件
は
、件
数
ベ
ー
ス
で
９
４
・

４
％
が
同
じ
事
業
者
が
指
定
管
理
者
と
な
っ
て
お
り
、
公
募
の
指
定
管
理
は
ほ
と
ん
ど
同
じ

事
業
者
で
固
定
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
多
数
の
施
設
を
指
定
管
理
し
て
い
る
上
位
４
社
、
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１
位
の
㈱
パ
ブ
リ
ッ
ク
ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ャ
パ
ン
は
じ
め
、
㈱
九
州
総
合
サ
ー
ビ
ス
、
一
般
社
団

法
人
熊
本
市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
財
団
、
石
坂
グ
ル
ー
プ
の
４
事
業
者
は
、
公
募
施
設
４
０
件
の

う
ち
３
０
件
、
７
５
％
に
指
定
管
理
者
と
し
て
か
か
わ
り
、
更
新
で
継
続
を
繰
り
返
し
て
い

ま
す
。
広
く
提
案
を
求
め
る
、
競
争
性
を
担
保
す
る
と
言
い
な
が
ら
、
特
定
の
事
業
者
が
長

期
独
占
的
に
指
定
管
理
を
行
う
よ
う
な
現
在
の
指
定
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
財
政
局
長

は
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。 

 

（
答
弁
） 

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 

上
位
４
事
業
者
は
、
件
数
ベ
ー
ス
で
数
え
る
と
公
募
施
設
４
０
件
の
う
ち
２
１
件
、
半

数
以
上
の
指
定
管
理
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。
特
定
の
事
業
者
に
よ
る
長
期
独
占
的
な
指
定

管
理
は
問
題
で
す
。
公
共
事
業
で
は
、
分
離
発
注
、
地
元
企
業
へ
の
受
注
に
配
慮
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
指
定
管
理
で
も
、
そ
う
い
う
考
え
方
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

次
に
、
指
定
管
理
料
の
執
行
に
つ
い
て
で
す
。 

⑴
各
施
設
の
指
定
管
理
料
に
お
け
る
人
件
費
は
、「
ラ
ン
ク
別
人
件
費
単
価
表
」
に
よ
っ
て

役
職
ご
と
・
施
設
規
模
別
に
人
件
費
単
価
が
決
め
ら
れ
て
指
定
管
理
料
に
積
算
さ
れ
て

い
ま
す
。
積
算
さ
れ
た
単
価
や
人
員
配
置
は
き
ち
ん
と
執
行
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
確
認
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
か
。 

⑸ 

適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
是
正
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

⑶
指
定
管
理
者
制
度
の
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
指
定
管
理
者
が
行
う
公
の
施
設
の
管
理

の
業
務
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
執
行
は
、
監
査
委
員
、
包
括
外
部
監
査
人
、
個
別

外
部
監
査
人
に
よ
る
監
査
対
象
と
な
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
各
種
監
査
を
適
切
に

実
施
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

（
答
弁
） 

  

人
件
費
の
執
行
に
つ
い
て
、
局
長
は
単
価
・
人
員
配
置
等
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
確

認
し
て
い
る
と
答
弁
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
運
営
の
評
価
結
果
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で
は
、「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
結
果
の
内
容
は
報
告
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
、
適
切
に
執
行
さ
れ
て
い
る
の
か
、

確
認
が
で
き
ま
せ
ん
。
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
を
評
価
結
果
の
一
つ
と
し
て
、
報
告
す
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

（
答
弁
） 

 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
を
公
表
し
な
い
で
、
適
切
に
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
確
認
す

る
の
で
す
か
。 

 

例
え
ば
、
花
畑
広
場
は
中
規
模
施
設
の
長
１
名
、
同
じ
く
係
長
１
名
、
一
般
職
２
名
、

嘱
託
職
員
２
名
の
６
人
で
年
間
２
，
９
５
５
万
円
が
予
算
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

事
業
報
告
で
は
、
年
間
ベ
ー
ス
で
の
比
較
で
執
行
さ
れ
た
人
件
費
は
１
割
近
く
低
く
、
さ

ら
に
委
員
会
で
は
、
実
際
は
ス
タ
ッ
フ
１
０
名
で
や
っ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。
要

す
る
に
、
予
算
で
は
２
名
の
嘱
託
職
員
が
実
際
は
も
っ
と
多
い
の
で
は
な
い
か
、
責
任
者

の
処
遇
次
第
で
は
、
責
任
あ
る
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
か
も
疑
問
で
す
。
同
時
に
、

市
が
指
定
管
理
の
ラ
ン
ク
別
人
件
費
単
価
を
決
め
て
い
る
こ
と
も
無
意
味
に
な
り
ま
す
。

適
切
な
事
業
実
施
の
た
め
に
も
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
は
公
表
し
、
長
期
に
同
事
業
者
が

継
続
し
て
い
る
施
設
な
ど
は
包
括
・
個
別
の
外
部
監
査
を
行
い
、
事
業
を
検
証
す
る
こ
と

を
求
め
て
お
き
ま
す
。 

 

最
後
に
、
専
門
性
の
確
保
で
す
。 

⑴ 

本
市
の
指
定
管
理
者
制
度
の
指
針
で
は
、
指
定
管
理
者
選
定
に
あ
た
っ
て
は
原
則
公
募

と
し
、「
非
公
募
で
選
定
す
る
施
設
」
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
回
補
正
予
算
に
提
案
さ

れ
て
い
る
国
際
交
流
会
館
や
現
代
美
術
館
の
非
公
募
の
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。
目
的

達
成
の
た
め
、
管
理
運
営
上
、
ど
う
い
う
点
を
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
か
。 

⑵ 

指
定
管
理
者
施
設
で
、
市
職
員
Ｏ
Ｂ
を
管
理
職
・
役
員
と
し
て
雇
用
し
て
い
る
施
設
の

施
設
名
、
雇
用
人
数
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。 

 

（
答
弁
） 
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国
際
交
流
会
館
や
現
代
美
術
館
は
、「
事
業
運
営
の
特
殊
性
が
重
視
さ
れ
る
施
設
」
と
し

て
、
高
度
な
専
門
性
・
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
た
人
材
育
成
・
事
業
の
継
続
性
な
ど
が
重

視
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
非
公
募
で
そ
れ
ぞ
れ
の
財
団
法
人
が
継
続
的

に
指
定
管
理
者
と
な
っ
て
い
る
中
で
、
専
門
と
は
言
い
難
い
市
職
員
Ｏ
Ｂ
が
天
下
り
し
て
、

事
務
部
門
の
要
職
に
い
る
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
答
弁
さ
れ
た
よ
う
に
、

こ
こ
に
限
ら
ず
、
多
数
の
指
定
管
理
施
設
に
職
員
Ｏ
Ｂ
が
天
下
っ
て
い
る
現
状
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
出
資
団
体
で
す
。
あ
ら
た
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
専
門
性

等
を
考
慮
し
、
真
に
必
要
な
人
材
と
し
て
専
門
性
の
高
い
プ
ロ
パ
ー
職
員
の
採
用
と
育
成

に
力
を
入
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。 

以
上
、
指
摘
し
た
点
を
踏
ま
え
て
今
後
の
指
定
管
理
者
制
度
運
用
に
あ
た
っ
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
し
て
、
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 


